
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人らの負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人木梨芳繁の上告理由第一点について。

　論旨は、原判決が、本件選挙の事務を委嘱された長洲町役場総務課の職員らにお

いて、不在者投票の管理にあたり候補者Ｄへの投票の勧誘その他選挙管理に関し不

公正の措置をとつた旨の上告人らの主張を排斥したのは、論旨に挙示したような各

事実を考慮せず、有力な証拠を看過したもので、審理不尽ないし理由不備の違法を

おかしたものという。

　しかし、原判決が上告人らの右の主張を排斥したのは、関係各証拠を検討した結

果と認められ、その主張事実を肯認するに足りる証拠のないことは、原判示のとお

りである。論旨は原審の専権に属する証拠の取捨ないし事実の認定を非難するに帰

し、採用しがたい。

　同第二点の二について。

　論旨は、原判決は不在者投票手続における投票立会人に関し、公職選挙法三八条、

同法施行令五六条一項、二項の解釈適用を誤つたものという。

　しかし、右施行令五六条二項の規定は、公職選挙法四九条の委任に基づき不在者

投票手続における投票立会人につき特別の定めをしたものであつて、同項によれば、

当該市町村の選挙人名簿に登録された者を立ち合わすべきものとするだけであるか

ら、その立会人は一名でも足りると解するのを相当とする。従つて、原判決に所論

の違法は存しない。論旨引用の当裁判所の判例は、違法管理の存在を前提とするも

ので、この場合には妥当しない。

　同第二点の三および六について。
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　論旨は、町選挙管理委員会書記で本件不在者投票管理にあたつた訴外Ｅが不在者

投票用封筒、同証明書等を焼却したこと、原判決が無効と認めた不在者投票六票は

右焼却を免れた第三投票所の分一八票の中にあつたこと、その他所論の事由から、

不在者投票中に違法管理された無効投票は相当多数にのぼることが容易に推認され

るのにかかわらず、原審がこれらの点を審究しなかつたのは、審理不尽ないし理由

不備の違法があるというのである。

　本件不在者投票用封筒、同証明書等を前記Ｅが焼却させたことは、公職選挙法施

行令四五条に違反するにしても、それが証拠湮滅など他意あつてなされたものと認

めるに足りる証拠のないことは、原判決の判示するところであり、いかなる点にお

いて不在者投票につき管理に瑕疵があるか具体的に証明されないかぎり、みだりに

管理規定違反を推認することは許されない。原判決が本件に六票の無効の不在者投

票があるとしても、そのことから本件不在者投票をすべて無効とはなしがたく、ま

た、そのように疑わしめる事由を認めるに足りる証拠はなんら存しない旨を判示し

たのは、失当とはいいがたく、論旨引用の当裁判所の判例も、右の場合に適切では

ない。

なお論旨は、前記不在者投票用封筒等の焼却をＥがなんら他意なくしたものと認定

した原判示を経験則違背であるというが、所論は、首肯しうべき根拠に乏しく、ひ

つきよう、原審の事実認定を非難するにすぎず、採用できない。

　同第二点の四について。

　論旨は、原判決が、不在者投票管理者は不在者投票を直ちにその選挙人の属する

投票区の投票管理者に送致すべき旨を定めた公職選挙法施行令六〇条を訓示的規定

とし、本件不在者投票を選挙期日の正午頃まで各投票所の投票管理者に送致してい

なかつたとしても同条違反とならないと解したのをもつて、法令の解釈を誤つたも

のという。
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　しかし、同条が投票管理者への不在者投票の送致を速かにさせようとするのは、

投票所閉鎖時刻までに投票管理者に送致されない不在者投票は、投票中に加えられ

ない関係上（同令六二条、六三条、六五条参照）、　それに間に合わないことのな

いようにする配慮に出たものにほかならず、従つて、直ちに送致しないことをもつ

て違法としても、それによつて不在者投票管理者のもとに存した不在者投票で投票

所閉鎖時刻までに投票管理者に送致されなかつたもののない本件においては、それ

が選挙の結果に異動を及ぼす虞のないことはいうまでもなく、論旨は理由がない。

　同第二点の五について。

　論旨は、原判決が不在者投票用封筒の紙質が投票用紙の記載内容を容易に透視し

うるものであつた旨の上告人らの主張につき、証拠に徴しても、それが選挙の秘密、

公正を害するような紙質のものでないと判断したのを失当とし、所論の事実を総合

すれば、本件不在者投票がすりかえられたと合理的に疑われるに十分な根拠となる

ものという。

　しかし、右不在者投票の紙質に関する原判決の判断は正当であり、所論のような

不在者投票すりかえの事実の推認しがたいことは、原判決がその理由の二の（二）

の（３）のイおよびホにおいて詳細説示しているところであつて、それらの認定、

判断につき違法と目すべき点は存しない。論旨は採用できない。

　同第二点の七について。

　論旨は、原判決が、本件不在者投票の管理に関し、設備にやや不完全なものの存

した事実、手続に多少疎漏の嫌いのあつた事実、あるいは法令に違反する事実など

を指摘しながら、なお、右不在者投票全部の無効ないし本件選挙の無効を認めなか

つたのを、審理不尽、理由不備と主張する。

　しかし、原判決は、所論の各事実のいちいちにつき、あるいは選挙の規定違背に

あたらないこと、あるいは選挙の規定に違反するにしても選挙の結果に異動を及ぼ
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す可能性をもつものでないことを正当に説示しているのであるから、論旨の失当な

ことはいうまでもない。なお論旨は、前叙の事実に加えて、本件選挙において真実

投票していない選挙人が投票したように処理されている事実、無資格者の投票のあ

つた事実、無資格者が多数基本選挙人名簿に登録されている事実、選挙人一名の二

重投票の事実、町民税申告書の焼却された事実等をあげ、これら事実からも選挙全

般にわたつて違法管理の疑が十分あるものと論ずる。

　しかし、投票したように処理されている者のうちに真実投票をしていない者があ

つたとしても、それは原判決が理由の二の（二）の（３）のへに説示するような事

実に原因すると認められ、また、無資格者の投票、無資格者の名簿登録の事実も、

それが選挙人名簿の調製が杜撰であつたことによる以外に別段の違法管理に原因す

ることの主張立証のない本件においては、選挙の無効をきたす事由となるものでは

ない。二重投票は、原審において主張されていない事実であるのみならず、仮にそ

れが違法管理によるものとしても、一票の問題にすぎない。その町民税申告書の焼

却などの事実のごときも、所論の推測の根拠とはなしがたい。ひつきよう、所論か

ら本件選挙の結果に異動を及ぼす虞のあるような違法管理は推認しがたく、当裁判

所の判例の引用も相当でない。論旨は理由がない。

　同第三点について。

　論旨は、上告人らが本件選挙における無資格者の投票を証するためａ町の町民税

課税台帳を証拠として提出したのに対し、原判決がその証明力を考慮することなく、

これを採用しなかつたのは、審理不尽ないし理由不備の違法をおかすものという。

　しかし、右課税台帳はもとより登載者の選挙資格を証明する目的で調製、整理さ

れているものではなく、右課税台帳と選挙人名簿との間に記載の一致しないものの

存することは当然であり、原判決は被上告人の自認した九四名の無資格者はともか

く、それ以外の者に対しては、右課税台帳の記載だけでは、選挙人名簿に法定の手
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続を経て登載された者の無資格を確認するのになお不十分としたものであつて、所

論のように証拠として提出された右課税台帳の存在を全く考慮の外に置いたものと

は認めがたく、これを違法とすることはできない。のみならず、上告人らの無資格

者投票の主張は、それが選挙管理機関の管理執行に関する規定違反の行為に原因す

ることについて、なんら具体的な主張を含むものではない。従つて選挙無効原因の

主張としてはそれを理由のないものといわなければならない。また、選挙人名簿に

多数の無資格者が誤載されていたとしても、法定の手続を経て適法に確定した名簿

がそのために無効とされることはない。従つてそのような名簿によつて本件選挙が

施行されたとしても、右選挙の管理執行手続に違法があるものといえないことは、

原判決の判示するとおりである。論旨引用の当裁判所の判例も、本件と事情を異に

するものであり、所論は到底採用しがたい。

　　　　　最高裁判所第三小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　田　　　中　　　二　　　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　五　鬼　上　　　堅　　　磐

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　柏　　　原　　　語　　　六

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　下　　　村　　　三　　　郎
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